
1．保育所等の利用定員が子ども子育て会議で審議、報告される理由

子ども子育て支援法により「特定教育・保育施設の利用定員を定めよう

とするときは～意見を聴かなければならない。」

となっており、新設園で利用定員を定める場合は意見を聴取しています。

既存施設の定員変更は、意見を聴取する必要がありませんが、子ども子

育て支援計画に変更が生じるため、報告しております。

2．認可定員と利用定員の違いについて

  認可定員：保育所等の設置にあたり設定する定員。

面積等の基準により県が認める。

  利用定員：子ども子育て支援法によりできた認可定員の範囲内で定め

る定員。利用実績や今後の利用見込みにより市が認める。

（一般的に定員はこちらを指す）

3．定員と受け入れできる児童数の違いについて

定員は、部屋の広さや今後の利用見込みを基に年齢別に設定している。

児童の受け入れには、別途、保育士の配置する基準も満たす必要があるた

め、定員＝受入児童数とならないことがあります。

4．定員弾力化について（一時的に定員を超えての児童受入）

部屋の広さや保育士の基準を満たしたうえで、一時的に定員を超えて児

童を受け入れることも可能である。（定員５０人でも５1 人の児童受入可）

5．定員の見直しについて

定員は、今後の利用見込みを含めて設定する必要があるため、需要数（入

所希望児童数）と供給数（保育所等の受入人数）を近似値にする必要があ

ります。兵庫県からも需要数と供給数の乖離をなくすよう指摘があります。

  

  ・ 需要数＞供給数の場合…入所希望者が定員を超えており、全員が

入所できないため、定員増数や新たに施設

を設置するなど受け入れできる施設を増

やすなど対応が必要。

  ・ 需要数＜供給数の場合…定員が入所希望者を超えており、施設で

定員割れが生じるため、定員減数や施設の

休園など対応が必要。

現状は、私立園は定員と児童数がほぼ一致していますが、公立園は定員

割れが生じています。



利用定員の変更について（報告）

令和 6 年度（変更前） 確保方策

区分
1 号 2 号 3 号

合計
3～5 歳 0～2 歳

①供給数 90 899 336 1,325

②需要数 13 677 318 1,008

差（①－②） 77 222 18 317

令和 5 年度各施設定員・児童数・充足率

1 号認定（令和５年４月１日時点）

施設名 定員 児童数 充足率

生穂認定こども園 10 0 0％

北淡認定こども園 30 0 0％

一宮認定こども園 30 1 4％

恵泉保育園 5 6 120％

聖隷こども園夢舞台 15 4 27％

合計 90 11 13％

２・３号認定（令和５年４月１日時点）

施設名
２号 ３号

定員 児童数 充足率 定員 児童数 充足率

塩田保育園 48 26 55％ 12 6 50％

中田保育園 48 32 67％ 12 14 117％

大町保育園 44 25 57％ 16 6 38％

浦保育所 91 79 87％ 29 18 63％

仮屋保育所 116 93 81％ 24 22 92％

生穂認定こども園 62 48 78％ 18 12 67％

北淡認定こども園 110 82 75％ 40 33 83％

一宮認定こども園 107 101 95％ 43 36 84％

多賀保育所（休園） 35 5 15％ 10 3 30％

釜口保育所（休園） 11 7 64％ 9 2 23％

志筑保育園 72 71 99％ 38 39 103％

恵泉保育園 79 65 83％ 21 24 115％

聖隷こども園夢舞台 65 86 132％ 25 31 124％

ちびっこランドちどり ― ― ― 12 10 84％

ちびっこランドぬくもり ― ― ― 6 6 100％

島と暮らす保育園 ― ― ― 15 9 60％

合計 899 730 82％ 336 278 83％

1 号・2号について
差が生じている。

公立全園が定員割れとなって
おり供給過剰となっている。
そのため、１・2号部分の公立
園の定員を減少する。
また、多賀・釜口保育所は令和
６年 4月休園のため、定員減少
となる。



令和 6 年度（変更後）確保方策

区分
1 号 2 号 3 号

合計
3～5 歳 0～2 歳

①供給数 35 830 320 1,185

②需要数 13 677 318 1,008

差（①－②） 22 153 2 177

【１】休園による定員減

施 設 名  淡路市立多賀保育所

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

3～5 歳 3～5 歳 0～2 歳

変更前 45 35 10

変更後 0 0 0

増 減 △45 △35 △10

施 設 名  淡路市立釜口保育所

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

変更前 20 14 6

変更後 0 0 0

増 減 △20 △14 △6



【２】児童数減少による定員減

施 設 名  淡路市立塩田保育園

入所児童数                           （各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 2 5 9 7 11 9 43

R5 年 0 2 4 9 7 10 32

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

3～5 歳 3～5 歳 0～2 歳

変更前 60 48 12

変更後 45 33 12

増 減 △15 △15 0

施 設 名  淡路市立中田保育園

入所児童数                           （各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 2 8 8 3 14 10 45

R5 年 1 4 9 16 3 13 46

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

3～5 歳 3～5 歳 0～2 歳

変更前 60 48 12

変更後 50 38 12

増 減 △10 △10 0



施 設 名  淡路市立大町保育園

入所児童数                           （各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 0 3 7 7 11 12 40

R5 年 0 3 3 7 8 11 32

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

変更前 60 44 16

変更後 45 29 16

増 減 △15 △15 0

施 設 名  淡路市立生穂認定こども園

入所児童数                           （各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 1 7 8 19 16 25 76

R5 年 1 4 7 19 15 14 60

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

変更前 90 10 62 18

変更後 75 5 52 18

増 減 △15 △5 △10 0

施 設 名  淡路市立北淡認定こども園

入所児童数                           （各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 3 19 19 25 32 31 129

R5 年 0 10 23 23 27 33 116

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

変更前 180 30 110 40

変更後 130 5 85 40

増 減 △50 △25 △25 0



施 設 名  淡路市立一宮認定こども園

入所児童数（各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 1 16 24 34 34 35 144

R5 年 3 11 22 33 37 32 138

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

変更前 180 30 107 43

変更後 145 5 97 43

増 減 △35 △25 △10 0

施 設 名  淡路市立浦保育所

入所児童数（各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 3 6 16 28 26 34 113

R5 年 0 9 9 25 29 26 98

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

変更前 120 91 29

変更後 100 71 29

増 減 △20 △20 0

施 設 名  淡路市立仮屋保育所

入所児童数（各年 4 月 1 日時点）

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

R4 年 1 13 17 33 32 39 135

R5 年 2 7 13 28 33 32 115

変 更 内 容

合 計 1 号認定 2 号認定 3 号認定

変更前 140 116 24

変更後 120 96 24

増 減 △20 △20 0


